
令和７年度配・給水管漏水調査業務委託 仕様書 
 

第１章 総則 

第１条 適用範囲 

本仕様書は、盛岡市上下水道局（以下「上下水道局」という。）が発注する水道の施

設（送水管・配水管・給水装置等とこれに準じたもの）の漏水調査業務の一般仕様を

示すものであり、これにより難い場合は、その都度監督員の指示によるものとする。 

２.  図面及び特記仕様書に記載された事項は本仕様書に優先するものとする。 

３.  本仕様書及び図面に記載のない事項については、監督員の指示によるものとする。 

 

第２条 用語の定義 

本仕様書において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろとする。 

(1) 指示･･･発注者側の発議により監督員が受注者に対し、監督員の所掌事務に関する方

針、基準又は計画などを示し実施させること。 

(2) 承諾･･･受注者側の発議により、受注者が監督員に報告し監督員が了解すること。 

(3) 協議･･･監督員と受注者が対等の立場で合議すること。 

 

第３条 監督員 

発注者は、調査業務について指示・承諾及び協議を行う監督員を定め、所定の様式

により受注者に通知するものとする。 

 

第４条 受注者の義務 

受注者は、契約の履行に当っては、業務委託の意図及び目的を十分に理解した上で

調査業務の諸要素を満足できるよう最高の技術を発揮しなければならない。 

２． 受注者は、調査業務を実施するに際し発見される漏水量について、監督員が別に定

める目標漏水発見水量に近づけるよう努力するものとする。 

３． 受注者は、設計図書の数量を調査完了した場合であっても、発注者が追加調査する

必要があると判断した場合は指示に従うこと。なお、指示は変更契約の協議対象とす

るものとする。 

４.  受注者は、個人情報の適正な取扱いについて、ISMS 又はプライバシーマークのいず

れかの認定を受けていること。 

 

第５条 現場責任者 

受注者は、調査業務における現場責任者を定め、所定の様式により発注者に届ける

ものとする。 

２.  現場責任者は、契約書、図面、仕様書、現場説明書、現場説明に対する質問・回答



書等に基づき調査業務に関する一切の事項を処理するものとする。 

３． 現場責任者は、第６条に定める調査技師から選任するものとする。 

 

第６条 調査技術者 

受注者は、調査業務に従事する技術者を定め、所定の様式により発注者に届け出る

ものとする。 

２.  調査技術者は、次の各号に定める職務内容と実務経験を有する者でなければならな

い。 

(1) 調査技師 

調査業務及び漏水防止対策業務に精通し、業務の総括・計画・立案・指導を行い、

実務経験を７年以上有する者。 

(2) 調査助手 

漏水調査及び管路探知等の作業に習熟し、実務経験を３年以上有する者。 

(3) 調査補助員 

漏水調査及び管路探知等の作業に習熟し、実務経験を１年以上有する者。 

 

第７条 提出書類 

受注者は、契約書及び本仕様書、個人情報取扱事務に係る特記仕様書に基づき、契

約締結後遅滞なく、所定の様式により関係書類を発注者（監督員を経由する）又は監

督員に提出しなければならない。 

   ２． 受注者は、業務に着手した時は速やかに業務着手届及び業務委託工程表を監督員に

提出しなければならない。 

３.  受注者は、調査中において漏水調査日報（書式任意）を監督員に提出しなければな

らない。 

４.  指示・承諾及び協議は、原則として書面によりこれを行うものとする。 

 

第８条 調査業務計画 

受注者は、調査目的を十分把握して調査業務計画書を作成し、契約締結後 20 日以内

に発注者に提出しなければならない。 

２. 調査業務計画書には、契約図書に基づき次の事項を記入するものとする。 

(1) 作業内容 

(2) 作業順序及び方法 

(3) 業務履行計画表 

(4) 使用機器の種類、名称及び性能（一覧表） 

(5) 作業の班編成とその内容及び責任者 

(6) 打合せ予定日及び主要打合せ事項 

(7) その他参考となる事項 

３. 様式は、任意とし書類のサイズ等は、監督員が指示する。 

 

 



第９条 身分証明書 

受注者は、調査実施に先立ち、発注者から調査に従事させる者の身分証明書の交付

を受けなければならない。 

２.  調査に従事する者は、身分証明書を常時携帯し、漏水調査に関係する土地の所有者

等から請求があったときは、これを提示しなければならない。 

３.  受注者は、調査が完了したときは、遅滞なく身分証明書を発注者に返納しなければ

ならない。 

 

第１０条 現場管理 

受注者は、調査に当り、公衆に迷惑を及ぼさないよう十分注意しなければならない。 

２.  受注者は、調査に当り、地上・地下の既設構造物を損傷しないよう適切な措置を講

ずるものとする。 

３.  受注者は、傷害・火災・その他事故発生を未然に防止するとともに、労働基準法そ

の他の関係法規を守り、円滑に調査を行わなければならない。 

 

第１１条 成果品 

受注者は、調査業務終了後速やかに成果品を監督員に提出しなければならない。 

２.  提出する成果品（書式任意）は次のとおりとする。 

漏水調査報告書 

(1) 漏水調査結果に関する分析 

(2) 漏水箇所一覧図 

(3) 監視型調査解析結果 

(4) 現場写真 

(5) 考察・提言 

 

提出する成果品のうち、(2)については漏水の原因・状態・種類等がわかるものとす

る。(5)については、過去の漏水履歴等を踏まえて考察するとともに、今後の漏水量削

減のための調査方法・方向性について提言を行うものとする。 

３.  成果品は、すべて発注者の承諾を受けないで他に公表し、貸与し、又は使用しては

ならない。 

 

第１２条 疑義 

受注者は、漏水調査業務の実施に当り、設計図書に疑義を生じた場合は監督員と協

議のうえ実施するものとする。 

 

第１３条 業務の履行確認 

監督員は、受注者に対し、本業務の履行確認（数量・結果等）のため、必要に応じ

資料の提出を求めることができるものとする。 

 



第２章 調査作業 

第１４条 調査区域及び調査方法 

調査対象地域は、盛岡地域と玉山地域である。盛岡地域調査エリア図及び玉山地域

調査エリア図に基づき、監督員が指定する区域の調査を行うものとする。漏水復元率

の高い区域については委託期間内に再度調査を行う必要等があるため、業務委託工程

表及び調査業務計画書は監督員と協議しながら作成するものとする。また、効率的な

調査及び調査指示を行うため、調査状況を適宜監督員に報告するものとする。 

 

第１５条 現場下見調査 

本調査に先立ち、調査区域の給・配水管図面と現地の管路・弁・栓類の位置確認を

行なうものとする。また、管種・埋設深度・地形及び調査作業の障害の有無等も同時

に確認し、調査対象となる水道の施設全般を把握し、その結果を監督員に報告しなけ

ればならない。 

 

第１６条 監視型漏水調査 

 仕切弁・消火栓等に自動検知式漏水発見器を設置し、漏水の有無を監視させ、漏水

を感知した範囲内において戸別音聴調査や漏水確認調査等を実施するものである。 

 

第１７条 戸別音聴調査 

調査区域内の各戸毎の止水栓及び量水器を調査対象とし、音聴棒等を用いて音聴し、

漏水音（漏水擬似音）を発見するものとする。 

なお、その漏水音発見箇所をスプレー等でマーキングする場合は、家屋等に十分留

意しなければならない。 

 

第１８条 路面音聴調査 

給・配水管路上の路面を漏水探知機等を用いて音聴し、漏水音（漏水擬似音）を発

見するものとする。また、当調査は昼間による調査実施を基本とし、必要に応じ調査

を行う地区を管轄する警察署に事前に調査実施の連絡を行うこと。 

 

第１９条 漏水確認調査 

音聴調査等による漏水音（漏水擬似音）箇所をボーリングバー又は相関式漏水探知

装置を用いて漏水箇所を確定するものである。なお、本作業実施に当っては、地下埋

設物に損傷を与えないよう十分留意するものとする。また、漏水箇所を発見した際に

は漏水箇所位置図を作成し監督員に提出するとともに、二次災害等を引き起こす可能

性のある漏水を発見した場合は、直ちに監督員に状況を報告するものとする。 

 



第２０条 漏水修繕工事等の立会 

受注者は、発注者から漏水修繕工事等の立会を求められた場合、これに応じなけれ

ばならない。 

 

 



課　長 課長補佐 係  長 設  計 精  算 主任監督員 監督員

令和７年度

業務の名称

履行の場所

上段：原 設 計

設 計 金 額 　円也 下段：変更設計

委託の期間

盛岡市上下水道局 Ｎo．（　１　）

　盛岡市水道事業基本計画２０２５に基づき、漏水調査を
実施するもの。

水道技術管理者

委　託　理　由 摘　　　　要

業　務　委　託　設　計　書　 

盛岡市内一円

令和８年１月31日限り

令和７年度配・給水管漏水調査業務委託

　業務区分　　　漏水調査業務
　業務中止日数　０日
　単価地区　　　盛岡
　単価使用年月　令和７年４月
　歩掛適用年月　令和７年４月



監視型漏水調査（機器設置）＝100箇所

監視型漏水調査（データ処理解析）＝100箇所

監視型漏水調査（機器撤去）＝100箇所

戸別音聴調査＝75000戸

路面音聴調査＝120km

報告書作成

盛岡市上下水道局 Ｎo．（　２　）

(11)

(12)

(2)

(3)

(4)

委　託  概  要  書

(10)

(6)

(7)

作業計画作成（音聴作業主体）＝700km
(1)

(9)

委　託　の　概　要（盛岡地域）

(5)

(8)

現場下見調査（音聴作業主体）＝700km

漏水確認調査＝50km

(15)

(13)

(14)



戸別音聴調査＝2400戸

路面音聴調査＝50km

漏水確認調査＝2km

盛岡市上下水道局 Ｎo．（　３　）

(1)
作業計画作成（音聴作業主体）＝80km

委　託　の　概　要（玉山地域）
委　託  概  要  書

現場下見調査（音聴主体）＝80km

(6)

(2)

(3)

(4)

報告書作成

(5)

(15)

(11)

(12)

(13)

(8)

(14)

(10)

(7)

(9)



名　  称 規　　格　／　条　　件 数　  量 単 位 単　 価 金 　額 摘　        要

盛岡地域

直接業務費

700 ㎞ 第１号明細書

作業計画作成（音聴作業主体）

700 ㎞ 第２号明細書

現場下見調査（音聴作業主体）

100 箇所 第３号明細書

監視型漏水調査（機器設置）

100 箇所 第４号明細書

監視型漏水調査（データ処理解析）

100 箇所 第５号明細書

監視型漏水調査（機器撤去）

75,000 戸 第６号明細書

盛岡地域戸別音聴調査（調査工）

120 ㎞ 第８号明細書

路面音聴調査

50 ㎞ 第９号明細書

盛岡地域漏水確認調査

700 km 第１１号明細書

報告書作成（音聴作業主体）

小計

盛岡市上下水道局 Ｎo．（　４　）

委　託　費　内　訳　表



名　  称 規　　格　／　条　　件 数　  量 単 位 単　 価 金 　額 摘　        要

玉山地域

直接業務費

80 ㎞ 第１号明細書

作業計画作成（音聴作業主体）

80 ㎞ 第２号明細書

現場下見調査（音聴作業主体）

2,400 戸 第７号明細書

玉山地域戸別音聴調査（調査工）

50 ㎞ 第８号明細書

路面音聴調査

2 ㎞ 第１０号明細書

玉山地域漏水確認調査

80 ㎞ 第１１号明細書

報告書作成（音聴作業主体）

小計

盛岡市上下水道局 Ｎo．（　５　）

委　託　費　内　訳　表



名　  称　  ／　  規　  格 条　        件 数　  量 単 位 単　 価 金 　額 摘　        要

盛岡地域直接業務費 1.00 式

玉山地域直接業務費 1.00 式

直接業務費計

直接経費（安全費） 1.00 式

業務原価 1.00 式

諸経費（端数処理前）

諸経費（端数処理後） 1.00 式

漏水調査業務価格 1.00 式

消費税額及び地方消費税額 10%

合計

盛岡市上下水道局 Ｎo．（　６　）

委　託　費　内　訳　表



盛岡市上下水道局 Ｎo．（　７　）

明   細   書

明  細  書  （第    １    号から第    １１    号）



作業計画作成（音聴作業主体）

名　  称 規　　格　／　条　　件 数　  量 単 位 単　 価 金 　額 摘　        要

（１日当り）

人

調査技師

人

調査助手

１日当り

　計

１㎞当り

盛岡市上下水道局 Ｎo．（　８　）

第　１　号　明　細　書



現場下見調査（音聴作業主体）

名　  称 規　　格　／　条　　件 数　  量 単 位 単　 価 金 　額 摘　        要

（１日当り）

人

調査助手

1.00 日

ライトバン損料 1500cc

ｈ

ライトバン損料 1500cc

ℓ

ガソリン

1.00 式

諸雑費

１日当り

　計

1㎞当り

盛岡市上下水道局 Ｎo．（　９　）

第　２　号　明　細　書



監視型漏水調査（機器設置）

名　  称 規　　格　／　条　　件 数　  量 単 位 単　 価 金 　額 摘　        要

（１日当り）

人

調査助手

台・日

自動検知式漏水発見器損料 （子機）

1.00 日

ライトバン損料 1500cc

ｈ

ライトバン損料 1500cc
ℓ

ガソリン

1.00 式

諸雑費

１日当り

　計

1箇所当り

盛岡市上下水道局 Ｎo．（　１０　）

第　３　号　明　細　書



監視型漏水調査（データ処理解析）

名　  称 規　　格　／　条　　件 数　  量 単 位 単　 価 金 　額 摘　        要

（１日当り）

人

調査助手

台・日

自動検知式漏水発見器損料 （親機）

台・日

パソコン損料

１日当り

　計

１箇所当り

盛岡市上下水道局 Ｎo．（　１１　）

第　４　号　明　細　書



監視型漏水調査（機器撤去）

名　  称 規　　格　／　条　　件 数　  量 単 位 単　 価 金 　額 摘　        要

（１日当り）

人

調査助手

人

調査補助員

1.00 日

ライトバン損料 1500cc

ｈ

ライトバン損料 1500cc
ℓ

ガソリン

１日当り

　計

1箇所当り

盛岡市上下水道局 Ｎo．（　１２　）

第　５　号　明　細　書



盛岡地域戸別音聴調査（調査工）

名　  称 規　　格　／　条　　件 数　  量 単 位 単　 価 金 　額 摘　        要

（１日当り）

人

調査助手

1.00 日

ライトバン損料 1500cc

ｈ

ライトバン損料 1500cc
ℓ

ガソリン

1.00 式

諸雑費

１日当り

　計

1戸当り

盛岡市上下水道局 Ｎo．（　１３　）

第　６　号　明　細　書



玉山地域戸別音聴調査（調査工）

名　  称 規　　格　／　条　　件 数　  量 単 位 単　 価 金 　額 摘　        要

（１日当り）

人

調査助手

1.00 日

ライトバン損料 1500cc

ｈ

ライトバン損料 1500cc
ℓ

ガソリン

1.00 式

諸雑費

１日当り

　計

1戸当り

盛岡市上下水道局 Ｎo．（　１４　）

第　７　号　明　細　書



路面音聴調査

名　  称 規　　格　／　条　　件 数　  量 単 位 単　 価 金 　額 摘　        要

（１日当り）

人

調査助手

台・日

漏水探知器損料 （音聴式）

1.00 日

ライトバン損料 1500cc
ｈ

ライトバン損料 1500cc
ℓ

ガソリン

1.00 式

諸雑費

１日当り

　計

１㎞当り

盛岡市上下水道局 Ｎo．（　１５　）

第　８　号　明　細　書



盛岡地域漏水確認調査

名　  称 規　　格　／　条　　件 数　  量 単 位 単　 価 金 　額 摘　        要

（１日当り）

人

調査助手

式・日

相関式漏水探知装置損料

台・日

発電機損料 1KVA 

台・日

電動ハンマードリル損料 1.1KW

1.00 日

ライトバン損料 1500cc
ｈ

ライトバン損料 1500cc
ℓ

ガソリン

1.00 式

諸雑費

１日当り

　計

1㎞当り

盛岡市上下水道局 Ｎo．（　１６　）

第　９　号　明　細　書



玉山地域漏水確認調査

名　  称 規　　格　／　条　　件 数　  量 単 位 単　 価 金 　額 摘　        要

（１日当り）

人

調査助手

式・日

相関式漏水探知装置損料

台・日

発電機損料 1KVA 

台・日

電動ハンマードリル損料 1.1KW

1.00 日

ライトバン損料 1500cc
ｈ

ライトバン損料 1500cc
ℓ

ガソリン

1.00 式

諸雑費

１日当り

　計

1㎞当り

盛岡市上下水道局 Ｎo．（　１７　）

第　１０　号　明　細　書



報告書作成（音聴作業主体）

名　  称 規　　格　／　条　　件 数　  量 単 位 単　 価 金 　額 摘　        要

集計・分析，考察提言含む

（１日当り）

人

調査技師

人

調査助手

１日当り

　計

1㎞当り

盛岡市上下水道局  Ｎo．（　１８　）

第　１１　号　明　細　書



松園第２配水場

北松園
(松園）

西松園
(松園）

東松園
(松園）

松園
(松園）

鉢ノ皮

山岸
(岩清水)

緑が丘
(岩清水)

岩清水
(岩清水)

厨川西
(松園第二）

厨川東
(松園第二） 三馬橋系

（松園第二）

西青山
(新庄)

長橋町
(新庄)

前潟

(新庄)

館向町
（新庄）

材木町
(新庄)

下米内
(新庄)

名須川町
(新庄)

山王町
(新庄)

新庄第二配水場
(新庄第二)

神子田町
(新庄)

岩山配水場
(岩山)

岩山配水場
(岩山)

盛岡駅西
(新庄)

東仙北
(沢田)

三本柳北
(沢田)

三本柳南
(沢田)

中野
(沢田)

東中野・門
(沢田)

手代森配水場
(手代森)

手
代
森

(

沢
田)

黒川高区北
(黒川高区)

黒川低区
(黒川低区)

乙部
(黒川高区)

下飯岡
(上飯岡)

羽場南
(上飯岡)

羽場北
(湯沢)

上太田北
(沢田)

下太田
(沢田)

松園配水場

松園配水場
(松園） 桜台

(桜台）

岩山配水場

鉢ノ皮配水場

鉢ノ皮第２配水場

桜台配水場

高松配水場（休止）

沢田第二配水場

手代森配水場

湯沢配水場

黒川配水場

岩清水配水場

上飯岡配水場

上飯岡ポンプ場

羽場ポンプ場

本宮ポンプ場

鉢ノ皮ポンプ場

手代森田中ポンプ場

手代森下台ポンプ場

上乙部ポンプ場

米内浄水場

新庄浄水場

沢田浄水場

中屋敷浄水場

盛岡地域調査エリア図

新庄第二配水場

向中野南
(沢田)

沢田第二配水場
(沢田第二)

菜園
(新庄)

湯沢配水場
(湯沢)

上太田南
(沢田)

向中野西
(沢田)

北山
（松園第二）

上田
（新庄）

本町通
（新庄）

永井東
(沢田)

仙北町
(沢田)

高松
（松園第二）

南大通
(沢田)

浄水場

配水場

ポンプ場

米内浄水場系

沢田浄水場系

新庄浄水場系

導水管

送・配水管

φ300配水管

φ350配水幹線

φ400配水幹線

φ450配水幹線

φ500配水幹線

φ600配水幹線

φ700配水幹線

配水ブロック境界

配水ブロック内減圧区域

注入点

流向(緑：米内,赤：沢田,橙：新庄)

凡　　例

本宮
(沢田)

黒川高区南
(黒川高区)

見前西
(沢田)

湯沢団地
(湯沢)

西仙北
(沢田)

大通
(新庄)

内丸
(新庄)

盛岡駅前通
(新庄)

中
堤
町

（
（
新
庄
）

本宮西
(沢田)

浅岸
(新庄)

加賀野
(新庄)

八幡町
(新庄)

上堂北

（松園第二）

上田堤
(岩清水)

黒石野
(松園第二）

青山・北天昌寺・前九年（松園第二）

厨川北
(松園第二）

みたけ
(松園第二）

月が丘
(松園第二）

箱清水
(岩清水)

東緑が丘
(岩清水)

三ﾂ割
(岩清水)

中屋敷
(新庄)

長田町
（新庄）

中央病院

（新庄）

紺屋町
(新庄)

志家町
(新庄)

新庄第二配水場
(新庄第二)

沢田第二配水場
(沢田第二)

上太田南
(沢田)

上太田北
(沢田)

上飯岡
(上飯岡)

湯沢
(湯沢)

永井西
(沢田)

津志田
(沢田)

見前東
(沢田)



P

P

P

生出浄水場

刈屋浄水場

刈屋配水場

日戸配水場

日戸ポンプ場

前田浄水場

第2加圧ポンプ場

第1加圧ポンプ場

玉山地域調査エリア図

生出北部減圧

生出南部200

生出北部

浄水場

配水場

ポンプ場

刈屋浄水場系

生出浄水場系

前田浄水場系

導水管

送水管

φ100配水管

φ125配水管

φ150配水管

φ200配水管

φ250配水管

φ300配水管

φ350配水管

注入点

配水ブロック境界

凡　　例

生出北部

生出南部350
（工業団地）

生出南部350


